
新旧対照表（１／６）高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金交付要綱 

※変更箇所（下線） 

 旧 新 摘要

 高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金交付要綱 高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金交付要綱

 第１条～第２条　略 第１条～第２条　略 変更無し

 （補助対象事業） 

第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、県内に所在する事業

所（以下「補助施設」という。）に、自立運転機能を持つ太陽光発電設備及び蓄電池設備を導

入する事業とする。ただし、導入する太陽光発電設備で発電した電力は補助施設において消

費するとともに、余剰電力を売電しないこととし、補助施設は補助事業実施後も耐震基準を

満たしていなければならない。 

２　補助施設は地方公共団体が所有する施設を除く。ただし、次に掲げる施設に該当するも 

のについては、この限りでない。 

(１)　県内の市町村によって福祉避難所（災害対策基本法施行令（昭和 37年政令第 288 号）

第 20条の６第５号に規定するものをいう。）に指定されている福祉施設（高齢者関係施設、

障害児・者関係施設、児童関係施設等） 

(２)　県内の病院（医療法（昭和 23年法律第 205 号）第１条の５第１項に規定するものをい

う。） 

(３)　県内の市町村によって救護病院又は医療救護所に指定されている診療所

（（補助対象事業） 

第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、県内に所在する事

業所（以下「補助施設」という。）に、自立運転機能を持つ太陽光発電設備及び蓄電池設備

を導入する事業とする。ただし、導入する太陽光発電設備で発電した電力は補助施設にお

いて消費するとともに、余剰電力を売電しないこととし、補助施設は補助事業実施後も耐

震基準を満たしていなければならない。 

２　補助施設は地方公共団体が所有する施設は除くが、次に掲げる施設に該当するものにつ

いては、補助対象先が地方公共団体ではない場合に限り、補助施設とすることができる。 

(１)　県内の市町村によって福祉避難所（災害対策基本法施行令（昭和 37 年政令第 288

号）第 20 条の６第５号に規定するものをいう。）に指定されている福祉施設（高齢者関

係施設、障害児・者関係施設、児童関係施設等） 

(２)　県内の病院（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項に規定するものを

いう。） 

(３)　県内の市町村によって救護病院又は医療救護所に指定されている診療所

 

 

 

 

 

 

財源となる再エネ推進交付金で

は地方公共団体が補助対象とな

らない 

 

 

 

 （補助事業者） 

第４条　補助金の交付対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、市町村（地方自治法（昭和

22年法律第67号）第284条第１項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。）及び次の各号に掲

げる全ての要件を満たす事業者とする。 

　(１)　補助施設を所有又は管理している法人格をもつ事業者。ただし、管理している事業者にあ

っては、当該補助施設を補助事業のために用いることについて所有者の承諾を得ていること。 

(２)　県内に本社又は主たる事業所を有する法人であること。 

(３)　県内に所在する本社及び事業所等について県税の滞納がないこと。 

(４)　県が実施する再生可能エネルギーに関する普及啓発活動に協力すること。

（補助事業者） 

第４条　補助金の交付対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号に掲げる要

件を満たす事業者とする。 

(１)　補助施設を所有又は管理している法人格を持つ事業者。ただし、管理している事業

者にあっては、当該補助施設を補助事業のために用いることについて所有者の承諾を得

ていること。 

(２)　県内に本社又は主たる事業所を有する法人であること。 

(３)　県内に所在する本社及び事業所等について県税の滞納がないこと。 

(４)　県が実施する再生可能エネルギーに関する普及啓発活動に協力すること。

財源となる再エネ推進交付金で

は市町村が補助対象とならない

ため削除

 第５条　略 第５条　略 変更無し

 （補助事業の採択等） 

第６条　補助事業者は、補助事業の採択を受けようとするときは、知事が別に定める高知県太陽光

発電設備等導入推進事業費補助金募集要領に従って申請をしなければならない。 

２　知事は、前項の規定による申請がされたときは、別に定める高知県太陽光発電設備等導入推進

事業費補助金審査要領に基づく審査を実施し、同要領に基づく高知県太陽光発電設備等導入推進

事業費補助金審査会の意見を踏まえて補助事業の採択又は不採択を決定するものとする。 

３　知事は、採択の決定を行った場合は当該申請者に通知するものとし、不採択の決定を行った場

合はその理由等を付して、当該申請者に通知するものとする。

 

第６条　削除 

 

審査会を廃止するため条文を削

除 

 

 第７条～第８条　略 第７条～第22条　略 変更無し

 （補助の条件） 

第９条　第２条に規定する補助目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

(１)～(13)　略

（補助の条件） 

第９条　第２条に規定する補助目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

(１)～(13)　略



新旧対照表（２／６）高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金交付要綱 

※変更箇所（下線） 

 旧 新 摘要

  (14)　補助事業者は、別記第１号様式の別紙３における太陽光発電設備を利用した取組事項 

（先進的なカーボンニュートラルの取組、地域のレジリエンス向上への貢献、地域貢献活動

の実施、優位性の構築）の内、２つ以上を実施すること。

審査会を廃止するにあたり、審

査項目だった部分を補助の条件

とする。

 第10条～第21条　略 第７条～第21条　略 変更無し

  

 

 

 

（委任） 

第22条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附　則 

 

１　この要綱は、令和４年５月11日から施行する。 

２　この要綱は、令和８年５月31日限りでその効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された

補助金については、第９条、第13条第３項及び第16条から第20条までの規定は、同日以降もなお

その効力を有する。 

 

附　則 

　この要綱は、令和５年４月13日から施行する。 

 

附　則 

　この要綱は、令和７年５月19日から施行する。 

 

（県内発注） 

第22条　補助事業者は、補助事業の実施において県が定める「公共調達による地消地産推進戦略」

に沿った県内発注に努めるものとする。 

 

（委任） 

第23条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附　則 

 

１　この要綱は、令和４年５月11日から施行する。 

２　この要綱は、令和９年５月31日限りでその効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付され

た補助金については、第９条、第13条第３項及び第16条から第20条までの規定は、同日以降も

なおその効力を有する。 

 

附　則 

この要綱は、令和５年４月13日から施行する。 

 

附　則 

この要綱は、令和７年５月19日から施行する。 

 

附　則 

この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表（３／６）高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金交付要綱 

※変更箇所（下線） 

 旧 新 摘要

 別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

 補助金額

 各補助対象設備ごとにそれぞれ、以下のとおりとする。 

１　太陽光発電設備 

補助金額は，太陽光発電設備に係る設備容量(※１)の合計値の kW 数（その数に１未満の端数

が生じたときは，その端数を切り捨てる。）に５万円を乗じて得た額とし、上限を１件当たり 750

万円とする。 

※１　太陽光発電設備の補助金の算定に用いる「設備容量」は、「太陽電池モジュール（太陽光パ

ネル）のＪＩＳなどに基づく公称最大出力の合計値」と「パワーコンディショナーの定格出

力の合計値」のうち低い方とする。 

２　蓄電池 

補助金額は，以下①，②のいずれかとし，上限を１件当たり 100 万円とする。なお，その額に

1,000 円未満の端数が発生する場合は，1,000 円未満を切り捨てる。 

①　蓄電池の１kWh 当たりの価格が，工事費込み税抜き 16 万円以上の場合 

16万円に３分の１を乗じて得た額に蓄電容量（kWh単位で小数点第２位以下を切り捨てた数）

(※２)を乗じて得た額 

②　蓄電池の１kWh 当たりの価格が，工事費込み税抜き 16 万円未満の場合 

蓄電池の１kWh 当たりの工事費込み税抜価格に３分の１を乗じて得た額に蓄電容量（kWh 単

位で小数点第２位以下を切り捨てた数）(※２)を乗じて得た額 

※２　蓄電容量とは，単電池の定格容量，単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算

出される蓄電池部の値で，kWh 単位で小数点第２位以下を切り捨てた値

設備ごとの補助金額を明記した

ため、表の全改

 



【次ページに続く】 

新旧対照表（４／５）高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金交付要綱 

※変更箇所（下線） 

 旧 新 摘要

 



【次ページに続く】 

新旧対照表（５／６）高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金交付要綱 

※変更箇所（下線） 

 旧 新 摘要

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助の対象とならない経費は次に掲げるのとおりとする。 

・用地の取得、賃借、整地等に要する経費 

・既設の設備の撤去に要する経費 

・フェンスの設置に要する経費 

・その他補助することが適当であると認められない経費 

 

 

補助の対象とならない経費は次に掲げるのとおりとする。 

・用地の取得、賃借、整地等に要する経費 

・既設の設備の撤去に要する経費 

・フェンスの設置に要する経費 

・その他補助することが適当であると認められない経費 

 

 

 

 

 別表第２・別表第３　略 別表第２・別表第３　略 変更無し

 別表第４（第９条関係） 

１～３　略 

４　家庭用蓄電池（20kWh 未満）は下記の条件を満たすこと。 

(１)　蓄電池部（初期実効容量 1.0kWh 以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置等か

ら構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケー

ジとして取り扱うものであること。 

※　初期実効容量は、ＪＥＭ規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか

低い方を適用する。 

※　システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 

(２)　初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等につ

いて、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 

ア　初期実効容量 

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこ

と。使用者が独自に指定できない領域は含まない。（算出方法については、一般社団法人日本電機

工業会　日本電機工業会規格「JEM1511　低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照する

こと） 

イ～カ　略

別表第４（第９条関係） 

１～３　略 

４　家庭用蓄電池（20kWh 未満）は下記の条件を満たすこと。 

(１)　蓄電池部（初期実効容量 1.0kWh 以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置等か

ら構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージ

として取り扱うものであること。 

※　初期実効容量は、、JIS C 4413 で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれ

か低い方を適用する。 

※　システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 

(２)　初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等につ

いて、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 

ア　初期実効容量 

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこ

と。使用者が独自に指定できない領域は含まない。（算出方法については、JIS C 4413 を参照す

ること） 

 

イ～カ　略

 

 

 

 

 

 

「地域脱炭素移行・再エネ推進

交付金実施要領」 別表２の記載

に合わせる 

 

 

 

「地域脱炭素移行・再エネ推進

交付金実施要領」の別表２の記

載に合わせる 

 



 

新旧対照表（６／６）高知県太陽光発電設備等導入推進事業費補助金交付要綱 

※変更箇所（下線） 

※　そのほか別記様式、別記様式別紙、募集要領、募集要領様式については、令和７年度の運用の課題を踏まえ、修正。

 旧 新 摘要

 (２)～(５)　略 

(６)　略 

※　略 

※　略 

※　略 

※　略 

※　JEM 規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいずれか低い方）が 1.0kWh 

未満の蓄電システムは対象外とする。規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいずれ

か低い方）が 1.0kWh 未満の蓄電システムは対象外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)～(６)　略 

(６)　略 

※　略 

※　略 

※　略 

※　略 

※　JIS C 4413 規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいずれか低い方）が 1.0kWh 

未満の蓄電システムは対象外とする。規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいずれ

か低い方）が 1.0kWh 未満の蓄電システムは対象外とする。 

５　家庭用蓄電池（20kWh 未満）については、工事費込み税抜きの導入価格を 125,000 円/kWh、

業務用蓄電池（20kWh 以上）については、119,000 円/kWh 以下となるよう努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再エネ推進交付金の交付要綱に

合わせる 

 

再エネ推進交付金の交付対象事

業として、蓄電池の導入に関し

て、一定金額以下となるよう務

めることと定められているため 

 


